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2. 業務の効率性・合理性の分析
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2章の要旨

2章では、職員に対する業務調査、社会保険事務所来訪者に対する利用者ニーズ調査を踏まえ、社会保険

業務プロセスに対する評価・分析結果をまとめています。

業務プロセスの評価・分析は、社会保険オンラインシステム刷新可能性調査の仕様書にもとづく「業務目的
に対して過剰な部分がなく十分に効率的であること」に加え、「社会保険業務の形態を踏まえた主要目標8
項目」の観点より行いました。

「業務目的に対して過剰な部分がなく十分に効率的であること」の観点では、一部に人手による作業が発生
していることを確認し、機械化などにより業務量を削減する余地があることがわかりました。

「社会保険業務の形態を踏まえた主要目標8項目」の観点では、社会保険事務所のアクセス性、開所時間

など国民サービスに関する課題や給付誤りなど業務品質の課題が発生していることがわかりました。

これらの課題については、6章「業務刷新の方向性」において、どのように業務を刷新すべきか施策の検討

を行います。
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2-1. 事務局、社会保険事務所、業務センターの役割分担

適用、徴収、給付業務の大部分を各社会保険事務所単位で実施しています。

各種健保給付の届出受理、審査、交付、支払 等健保給付担当課

年金受給者に係る各種変更届、年金給付係る共済組合経由（各種年金）、年

金通算協定（各種年金）、代位取得（各種年金）、現況届（旧三共済）、脱退一

時金に関する審査、交付、支払 等

業務部

【届書処理担当者】

社会保険庁

業務センター（高井戸）

各種年金に関する相談対応 等年金相談担当

社会保険事務所*

国民年金保険料に関する収納、納付督励、および収納事務 等国民年金保険料担当課

国年適用の各種届出受理、審査、交付 等国年適用担当課

適用に関する届出入力、納付書の出力及び送付、等業務管理室

（事務センター）

健保・厚年適用の各種届出受理、審査、交付 等健保・厚年適用担当課

健保給付におけるレセプト内容の審査・点検 等業務管理室

（レセプト点検センター）

地方社会保険事務局

健保・厚年保険料に関する徴収、滞納整理、および徴収事務全般 等徴収担当課

各種年金の届出受理、審査、交付 等

（業務センターで処理している年金については、届出受理のみ対応）

年金給付担当課

役割組織

*社会保険事務所によって構成組織となる課の名称

は異なる
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2-2. 業務評価の観点

業務プロセスの評価については、社会保険オンラインシステム刷新可能性調査の仕様書にもとづき、以下の
観点で行いました。

今回の調査・分析では上記の観点に加え、社会保険業務の形態を踏まえ、評価するための主要目標として
次の8点を設定しました。

*1：的確な対応：相談者の要求を正確かつ詳細に汲み取り、的を射た対応をすること
*2：安全な管理：不正・不適切な参照、破壊、被保険者等の現状との不整合、アクセス障害等から記録を防護すること

（当該項目は第5章安全性・信頼性の確保で記載）

（1） 届出、請求等に対する迅速な返答完了
（2） 相談、照会等に対する的確な対応*1

（3） 届出、相談等における被保険者等の負担の軽減
（4） 正確な事務処理及び事務処理結果についての説明責任の担保
（5） 被保険者及び受給者等の記録の安全な管理*2

（6） 保険料の円滑な徴収、給付金の遅延ない支払い
（7） 未加入・未納に対する厳正な対応
（8） 社会保険制度に関する情報の周知・理解の推進

業務目的に対して過剰な部分がなく十分に効率的であること
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被
保
険
者
・受
給
者
等

社会保険庁内部

外部を源とする要求への対応 組織体内での業務

外部への働きかけの業務

2-2. 業務評価の観点
業務目標の導出についての補足資料

各業務形態の目標

外
部
（
被
保
険
者
、
受
給
者
、
国
民
等
）

届出、請求等

社会保険制度についての広報

未加入・未納の把握と資格適用

保険料の徴収、給付金の支払
い

計算、裁定等の事

務処理

被保険者及び受

給者等の記録の

保管

相談、照会等への対応

届出、請求等への対応

相談、照会等

通常の被保険者・受給者等

未納者・未加入者

国民一般

（1）届出、請求

等に対する迅

速な返答完了

（2）相談、照

会等に対する

的確な対応（3）届出、相談

等における被

保険者等の負

担の軽減

（4）正確な事務処理

及び事務処理結果に

ついての説明責任の

担保

（5）被保険者及

び受給者の記録

の安全な管理

（6）保険料の円滑

な徴収、給付金の

遅延ない支払い

（8）社会保険制度

に関する情報の周

知・理解の推進

（7）未加入・未納

に対する厳正な

対応
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2-3. 業務課題のまとめ
効率性・合理性の観点より抽出された課題

社会保険業務において、業務の仕組みの要件を十分満たしていないと考えられる業務上の課題は以下の通り
です。これらの課題に対する業務刷新の施策は6章「業務刷新の方向性」において検討しました。

• 業務取扱要領に例示されている帳票とは異なり、事務局独自の様式を使用している場合がある。
（詳細は業務分析の補足資料3/14参照）

業務目的に対して

過剰な部分がなく

十分に効率的で

あること

• 窓口装置への入力の前に、電卓、エクセルシートなどで事前のデータ集計を行っている処理がある。（詳細は業務分析の補足資料4/14
参照）

• オンラインシステムで保有している情報同士（収納済額、徴収簿情報、等）を突合し、両者が合っているかの確認を目視で行っている処

理がある。

• システムで保有しているデータを加工（電卓で計算、エクセルシートで別途作成・集計など）したり、帳票を出力して報告している処理があ
る。（詳細は業務分析の補足資料2/14参照）

• システムで管理している情報の集計報告を求めたり、庁内で共通的に必要な業務管理情報を組織ごとに収集し、管理している場合があ
る。（詳細は業務分析の補足資料2/14参照）

• 業務処理に必要な情報が不足していたり、入手分析加工に時間がかかる場合がある。（管轄外事業所で管理している情報、滞納整理票

情報などのシステム管理外情報、等）。

• 同じ内容を複数の作業者が重複して確認している処理がある。（詳細は業務分析の補足資料5/14参照）

• 各社会保険事務所単位で同様の処理を実施している。（詳細は業務分析の補足資料6/14参照）

• 入力、印刷、交付といった専門的な知識を要しない業務を職員が行っている一方で、事業所調査などのコア業務の実施が圧迫されてい
る場合がある。（詳細は業務分析の補足資料7/14参照）

• システムで管理している情報や帳票（決議書など）に記載されている情報を、別帳票に転記することや数値変換など機械的に判断できる
処理を人が個別に判断している処理がある。（詳細は業務分析の補足資料1/14参照）

取組むべき課題業務要件
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2-3. 業務課題のまとめ
業務目標より抽出された課題 1/3

業務目標に対する達成度が低い事項及び取組むべきと考えられる業務上の課題は以下の通りです。

これらの課題に対する業務刷新の施策は6章「業務刷新の方向性」において検討しました。

（3）届出、相談等

における被保険者

等の負担の軽減

• 届出等に際して、利用者に記載させる事項、添付

させる書類が多い。（詳細は業務分析の補足資料
11/14参照）

• 年金相談において、職員同士で共用している事務

機器（窓口装置、プリンター）が使用中の場合は、

利用者を待たせる場合がある。

• 社会保険事務所来訪者の4人に1人が、社会保険

事務所までのアクセス性に不満を持っている。（詳
細は業務分析の補足資料10/14参照）

• 社会保険事務所来訪者のうち、勤労者層（30-50
歳代）を中心に、2割の利用者が現状の開所時間

に不満をもっている（2.5人に1人が平日夜間の、

1.3人に1人が土曜の開所を希望している） 。 （詳

細は業務分析の補足資料10/14参照）

（2）相談、照会等

に対する的確な対

応

• 年金相談の社会保険事務所来訪者のうち、4人に

1人が、相談のあとにも疑問を残している。（詳細

は業務分析の補足資料9/14参照）

• 請求手続きをした利用者のうち、傷病手当金支払
では8割、年金支払では9割の利用者が遅いと感じ

ている。（詳細は業務分析の補足資料8/14参照）

達成度の低い事項

• 利用者ニーズを汲んだ窓口時間となっていない。

（1）届出、請求等

に対する迅速な

返答完了

• 社会保険庁で把握している情報についても、その記入または書類添付を利用者

に求めている。

• 制度や手続き等の相談への回答に必要な業務知識、分かりやすく、かつ好感の

持てる説明を行うための応対技術が不足している。

• 業務品質が個々の職員のスキルに依存している。

• 多くの処理（届出、相談等）が社会保険事務所で対面により行うことを基本として

いる。

• 複数窓口で事務機器（窓口装置、プリンター）を共用している。

• 他公的機関で把握している情報をもとに処理できる事項についても利用者の届

出を求めている。

• 支払いの処理が週次、月次のバッチ対応となっているため、処理の待ち時間が

発生している。

取組むべき課題業務目標
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2-3. 業務課題のまとめ
業務目標より抽出された課題 2/3

• 業務品質が個々の職員のスキルに依存している。

• 他公的機関で把握している情報をもとに処理できる事項についても利用者の届

出を求めている。

• 利用者にとって、他機関に提出したのと同様の届

出（住所変更、資格変更等）を行う必要がある。
（詳細は業務分析の補足資料11/14参照）

（3）届出、相談等

における被保険

者等の負担の軽

減

• 社会保険庁で把握している、年金給付見込額を算出するために必要な条件（職

歴、配偶者情報、等）についても、利用者に記入等を求めている。

• 提示した年金給付見込額やその算出条件は担当者単位での管理であるため、

組織としての正確性の担保が困難である。

• 年金相談において、給付見込み額試算の前提とな

る情報に不足があり、給付段階まで発見されない

ことがある。

• 各社会保険事務所単位で同様の処理を実施しており、品質にばらつきが発生し

ている。

• 届書、請求書の審査において、職員ごとに判断が

異なる場合がある。
（4）正確な事務処

理及び事務処理

結果についての

説明責任の担保

• 年金の給付誤りが発生した。（詳細は業務分析の
補足資料12/14参照）

• 業務処理に必要な最新情報（失業手当の受給有無などの雇用保険情報、等）が
不足していたり、入手分析加工に時間がかかる。

達成度の低い事項

• 業務品質が個々の職員のスキルに依存している。

• 提示する年金給付見込額の算出条件、算出過程についての説明が不十分であ

る。

取組むべき課題業務目標

（5）被保険者及び受給者等の記録の安全な管理 は、第5章安全性・信頼性の確保で記載。
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2-3. 業務課題のまとめ
業務目標より抽出された課題 3/3

• 支払いの処理が週次、月次のバッチ対応となっている（随時払いにおいて処理

の待ち時間が発生）。
• 支払いの処理が週次、月次のバッチ対応となって

いる（随時払いにおいて処理の待ち時間が発生）。
（詳細は業務分析の補足資料8/14参照）

（6）保険料の円滑

な徴収、給付金の

遅延ない支払い

• 組織目標を社会保険事務所（局）の個別目標に分解して管理したり、社会保険
事務所（局）における個別目標に対する未既達管理（PDCAサイクル、等）が不

十分である。
• 国民年金の未納が増えている。

• 健保厚年の未適用事業所数が増加している。
（詳細は業務分析の補足資料13/14参照）

（7）未加入・未納

に対する厳正な対

応

• 未納者増加の統計的な分析が不足している。

• 業務品質が個々の職員のスキルに依存している。

• 業務処理に必要な情報（納税情報、決算情報、等）が不足していたり、入手分析

加工に時間がかかる。

• 被保険者は、自己に関する年金情報（加入履歴、

年金見込額等）を容易に知ることができない。

• 利用者への通知等に、業務担当者しか分からないような専門的な用語、文章を
使用している。（詳細は業務分析の補足資料14/14参照）

• 届書に対する記入ミス、問合せなどが発生してい

る。（8）社会保険制度

に関する情報の

周知・理解の推進 • 年金受給開始までの被保険者個々への年金受給資格に係る情報（加入履歴、

年金見込額、等）の提供が不足している。

達成度の低い事項 取組むべき課題業務目標
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2-3. 業務課題のまとめ
業務分析の補足資料 1/14

システムで管理している情報や帳票（決議書など）に記載されている情報を別帳票に転記することや数値変
換など機械的に判断できる処理を、人が個別に判断している処理がある。

標準報酬

表

13級：195~210千円

14級：210~230千円

・・・・

届書 入力結果

突合

届書

198千円

198千円は13級 200千円に該当

裁量の余地のない判断

200千円と入力200千円と転記

＝

届書

標準報酬表を見
ながら届出内容の
標準報酬月額を

算定

標準報酬月額を
届書に転記

転記した標準報酬
月額を窓口装置

に入力

届書と入力結果を
突合

例示

• 届書受理後の経過管理
届書の経過管理（受理⇒入力⇒審査など）は機械的に判断できるが、
受付経過簿に届書の記載情報を転記して手作業で管理している

• 健保給付の支払決議書
支払い額はシステムで保有しているが、手作業で集計し支払い決議書
に転記している

等
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2-3. 業務課題のまとめ
業務分析の補足資料 2/14

システムで管理している情報の集計報告を求めたり、庁内で共通的に必要な業務管理情報を組織ごとに収
集し、管理している場合がある。

【地方社会保険事務局】 【社会保険事務所】

配信

事務局へ送付
帳票

（2部出力）
帳票

データ加工

事務局へ送付（報告）
データ抽出

社会保険事務所の業務管理

事務局はオンラインシステムにアクセス
できないため、必要なオンラインシステム
のデータは社会保険事務所に提出させ

ている。

• 年金給付裁定件数
• 保険料免除処理件数
• 月報作成に必要な情報
• 年度別の収納率や調査決定結果 等

• 保険料の納期内納入の帳票
• 督促状発行一覧表
• 未納事業所の現存数に関する帳票
• 全喪の事業所数に関する帳票 等

社会保険
オンラインシステム
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2-3. 業務課題のまとめ
業務分析の補足資料 3/14

業務取扱要領に例示されている帳票とは異なり、事務局独自の様式を使用している場合がある。

【社会保険事務所独自の様式の届書】
（ ）内は、47社会保険事務所中異なる帳票を使用している事務所数

• 健保・厚年適用
• 新規適用届（19）
• 資格取得（任継）（26）

• 健保給付
• 傷病手当金請求書（35）
• 出産手当金請求書（35）

• 国年適用
• 被保険者資格取得届（申出）書・種別変更届書（1号）（39）

• 国年保険料
• 保険料免除理由該当届（22）
• 保険料免除申請書（24） 等

【社会保険事務所独自様式の帳票を用いている理由】
• 現行の様式だけでは雇用保険情報などの必要情報が不
足する場合がある。

• 情報として必要なのに備考欄のみになっているものがあ
り、審査等に必要な情報が不足する場合がある。

• 国民年金の適用、保険料に係る届書は、市区町村を経
由して提出されるため、市区町村独自の様式を使用して
いる。 等
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窓口装置への入力の前に、電卓、エクセルシートなどで事前のデータ集計を行っている処理がある。

①領収済報告書集計
表の登録

②領収済報告書集計
表登録処理票の登録

③領収済通知書の
登録

④領収済報告書集計
票登録完了処理票の

登録

現金と領収済報告書
を突合せ、受理金額
を集計する。

収入官吏別に受理件
数と受理金額（総額）
を登録する。

領収済通知書をもと
に支払者の基礎年金
番号、生年月日等を
登録する。

現金払込番号を登録
する。

XX万円領収済
報告書

領収済報告書
集計表

突合せ
電卓で集計

領収済報告書
集計表

XX万円と入力

領収済
報告書

基礎年金番号等

を入力

現金払込番号等

を入力

〔国民年金保険料の窓口受理の場合〕
当該日の領収済金額総計を算出してからオンラインシステムへ登録している。
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支給決定された給付金の支払決議（小切手額と支給額の突合せ、決裁）は、次長、所長の2階層による決裁

が行われている。

利用者
/外部機関 係員 係長 課長 次長・所長

システム
社会保険事務所

入力
社会保険
オンライン
システム入力確認

審査

支給決定
決議

支払明細引渡し

印字・交付受取

請求書提出 受理

編綴・保管

照会照会対応

医療機関、実
地調査など

小切手受取

回送処理 回送確認 回送決裁

支給決定
確認

支払処理 小切手作成
支払決議書

決裁
支払決議書

確認

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

：健保給付課

：会計課

他社会保険事務所へ

日銀 支給決定された給付金の支払決議
（小切手額と支給額の突合せ、決裁）
においても、次長、所長による2階層

の決裁が行われている。

支給決定決議の時点で審査内
容、給付額に関する決裁は終
了している。

例示
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各社会保険事務所単位で同様の処理を実施している。

届出
受理

入力
記録
整備

審査・
決裁

交付
編綴・
保管

届出
受理

入力
記録
整備

審査・
決裁

交付
編綴・
保管

届出
受理

入力
記録
整備

審査・
決裁

交付
編綴・
保管

A社会保険事務所

B社会保険事務所

C社会保険事務所

・・・
・・
・・

全国312社会保険事
務所で同様の処理
を分散して実施して
いる

非対面業務

全国同様の審査 全国同様の
書式・内容

集中して処理することにより、効率性向上の余地があると考えられる
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入力、印刷、交付といった専門的な知識を要しない業務を職員が行っている。

＜社会保険庁内部の要因＞
社会保険事務所で実施されている業務には、入力、交付、
編綴・保管といった専門的な知識を要しない業務も職員が
行っていることが多い。

作業別に見た社会保険事務所の業務量割合

入力

6%

交付

19%

編綴・保管

8%

記録整備

3%

届出受理

15%

審査・決裁

14%

非定型

35%

※上記の割合は職員・職員以外を合計した業務量割合

専門知識を必要としない
作業の業務量割合33%
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窓口に申請してから支払が完了
するまでに要する期間を現状で
約2ヶ月とすると、回答者全体の
90%以上が、それより早い処理

を希望している。

15%

23%

56%

6%

有効回答者総数＝667 

1週間以内を希望

2週間以内を希望

1ヶ月以内を希望

3ヶ月以内を希望

初回の年金支払に要する期間

有効回答者総数＝350 

5%

37%

39%

19%

3日以内を希望

1週間以内を希望

2週間以内を希望

1ヶ月以内を希望

傷病手当金支払に要する期間 窓口に申請してから支払が完了
するまでに要する期間を現状で
約3週間とすると、回答者全体の
80%以上が、それより早い処理

を希望している。

～ ～

新規裁定

年金証書等
配信処理

年金支払日

〔最長の場合〕
8/21

8/25

10/15

新規裁定

年金証書等
配信処理

～ ～

年金支払日

〔最短の場合〕 9/11

9/16

10/15

＜年金支払＞
• 年金給付の裁定処理から支払いまでの処理には、現状約

1.5～2ヶ月を要している。
• 支払のシステム処理が月1回のバッチ処理となっている。
• 最長パターンの場合、年金証書等配信処理から約3週間の
処理の待ち時間が発生している。

＜傷病手当金給付＞
• 傷病手当金の審査から支払いまでの処理には、現状約3週
間を要している。

• 傷病手当金では、各社会保険事務所の事務処理スケ
ジュールによって入力の〆日を規定して支払処理を行なっ
ている。

年金支払の処理スケジュール
（同一支払日における裁定処理から支払いまでの最短・最長のパターン）

処理の待ち時間

請求手続きをした利用者のうち、傷病手当金支払では8割、年金支払では9割の利用者が遅いと感じている。

支払いの処理が、健保給付は週次、年金給付は月次のバッチ対応となっているため、処理の待ち時間が発
生している。

支払処理
9/20

支払処理
9/20

金融機関へ磁気テープ
引渡し
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有効回答者総数＝644

有効回答総数＝413 （複数選択可）
有効回答者総数＝302

疑
問
の
内
容
を
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員
に
伝
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た
が

そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
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明
が
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を
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く
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で
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の
他
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に
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を
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か
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受
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た
が
、
そ
の
内
容
を
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解

で
き
な
か
っ
た

職
員
の
話
し
声
が
聞
き

取
り
に
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く
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容
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し
に
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い
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気
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れ
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た

0

11
20

40

60

80

100

120

88
108

48

74
85

（人）

年金相談に来た人の
25%が、相談のあと
にも不明点・疑問点
が残っていると回答し
た。

最も多い回答：
「職員の説明内容を
理解できなかった」
2番目に多い回答：
「疑問に対して明確
な説明がなかった」

相談終了後も疑問点が残っているかどうか 相談終了後も疑問点が残った理由

年金相談の社会保険事務所来訪者のうち、4人に1人が、相談のあとにも疑問を残している。

25%

75%

疑問点・不明点が残っている

残っていない

（年金相談者を対象）
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社会保険事務所来訪者の4人に1人が、社会保険事務所までのアクセス性に不満を持っている。

社会保険事務所来訪者のうち、勤労者層（30-50歳代）を中心に、2割の利用者が現状の開所時間に不満を
もっている。（ 回答者全体において、2.5人に1人が平日夜間の開所を、1.3人に1人が土曜の開所を希望し
ている。）

15%

29%

33%

17%

6%

有効回答者総数＝2,132

非常に来やすい

まあまあ来やすい

ふつう

やや来にくい

非常に来にくい

社会保険事務所までのアクセス性について 窓口の開所時間の利便性と年齢との関連

0% 20% 40% 60% 80% 100%
30歳未満

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳以上

（割合）

勤労者層では2割

以上の利用者が現
状の開所時間では
都合が悪いと答え
ている。

非常に都合が良い

まあまあ都合が良い

ふつう

やや都合が悪い

非常に都合が悪い

有効回答総数＝772 （複数選択可）
有効回答者総数＝407

23

165

316

173

95

0

50

100

150

200

250

300

350

平日早朝 平日夜間 土曜日 日曜日 休祭日

（人）

希望する開所時間帯
土曜日の開所を希望：
1.3人に1人

日曜日、平日夜間の
開所を希望：
2.5人に1人

全体の23%の利用者

が、社会保険事務所に
「やや来にくい」「非常
に来にくい」と答えてい
る。
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￥

国年・厚年保険老齢給付裁定請求書

− 基礎年金番号

− 氏名、住所、生年月日

− 雇用保険被保険者番号

− 基礎年金番号と異なる記号番号

− 事業所名称

− 支払い機関（金融機関もしくは郵便局）

− 現在の年金受給状況

− 職歴

− （配偶者）基礎年金番号

− （配偶者）生年月日

− （配偶者）現在の年金受給状況 など

利用者からの申請を求めている情報

庁・他公的機関で保有している情報

〔老齢年金裁定請求書で記入を求めている情報〕

社会保険庁社会保険庁

厚生労働省厚生労働省

市区町村市区町村

基礎年金番号
職歴
事業所名称
現在の年金受給状況

雇用保険被保険者番号

住所・生年月日
配偶者情報

届出等に際して、利用者に記載させる事項、添付させる書類が多く、利用者が他機関に提出したものと同様
の届出（住所変更、資格変更等）を行う必要がある。
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現状で認識されている年金の給付誤りについて検討した結果、業務プロセス、システム面において、社会保
険オンラインシステム刷新を捉えて取り組むべき課題があることを確認しました。

年金の給付誤り

• 加給年金の過払い
• 振替加算の未払い
• 共済組合員期間の重複による給付誤り 等

業務プロセス面

• 業務処理に必要な最新情報が不足していたり、入手分析加工に時間がかかる。
- 共済年金とのデータのやりとりが不十分（共済年金受給状況は本人へ確認）
- 基礎年金番号の重複付番により、同一人の確認が困難（本人へ確認）

• 業務品質が個々の職員のスキルに依存している。
- 業務センターから社会保険事務所への照会回答に時間を要する場合があっ
た

- 事務処理の疑問点など共有化されていない場合があった
- 制度改正に係るシステムの完成から制度改正の施行までの期間が短いた
め、新しい業務処理に習熟しないまま実務に従事せざるを得なくなっている

- 「業務処理マニュアル」の整備が十分でないため、担当部署間における業務
処理の方法にばらつきが生じている

システム面

• テスト・開発標準等の不十分性
テスト環境の不備によるテストの不十分性
テストケース、テストデータの不備等による、
テストの不十分性
影響範囲調査の不十分性

• ドキュメント管理の不十分性
マニュアル等の電子化の環境不備
マニュアル等の改善プロセスの不備

• システム監査の不十分性
システム監査内容・方法の見直しの不足

• リスク管理の不十分性
• 障害管理の不十分性
• サポートサービス・教育の不十分性 等

10章-1「安全性・信頼性刷新の方向性」
10-1-2. 刷新の方向性（案）
給付誤りに関するシステム面での施策 を参照
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・2003年度国民年金保険料の納付率 ： 63.4%
・2002年度末の厚年加入事業所数 ： 5年連続減少（事業年報による）

・2003年度国民年金保険料の納付率 ： 63.4%
・2002年度末の厚年加入事業所数 ： 5年連続減少（事業年報による）

国民年金の未納者の増加や健保厚年の未適用事業所数の増加に向けた対応が求められている。

未加入、未納対策に係る主要業務の取組み状況（実務担当者のコメント）

• 滞納整理における差押さえ処分

など専門的な業務知識について

は、担当者間でばらつきがある。

• 能力開発計画が明確でなく、業
務特性に関わらず、1,2年で異動

してしまい、専門性が向上しない。

（国税庁との違いあり）

• 実務研修が不足している。

• 調査件数、効果額などの数値

の報告が中心である。

• 活動状況などの定性的な情報

は紙媒体で管理されているた

め、社会保険事務所、または

事務局内での共有にとどまっ

ている。

• 目標と実績に乖離があった場

合の、要因分析が十分されて

いない。（必要性は感じている

が時間的な余裕がない）

• 目標は前年度

実績、稼働日数、

業務工数などを

もとに設定され

ている。

• 納付督励

• 滞納整理

• 適用勧奨

（健保・厚年）

• 事業所調査

人材育成・スキル結果・実績管理目標設定管理調査対象業務



2章P.22

Business Consulting Services

2-3. 業務課題のまとめ
業務分析の補足資料 14/14

＜届書・通知書の分かりづらさの例＞
• 「初回支払額等内訳書」では、注釈なしに加給年金、計算基礎期間、中高齢加算といった社会保険専門用語が使用されている。
• 通知される本人には該当しない事柄も記載されている。

−「勧奨状（国年）」⇒1号、3号、20歳など、すべてのパターンの内容が記載されており、通知を受け取った場合に自分がどれ

に相当するのかを判断するのが難しい。
• 提出期限についての言及がない。

−「加給金又は加給年金額の支払の一時差止めについて（加給金保留通知書）」
−「「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出について」等

通知書の分かりやすさ

裁定通知書支給額変更通知書
追納勧奨状
健保証返納催告状
勧奨状（各種） 等

3%
18%

29%

50%

届書の分かりやすさ

資格取得届・種別変更届
傷病手当金請求書
出産手当金請求書
月額変更届 等

75%

10%

10%
5%

評価ポイント
＜記入要領が分かりやすいか？＞

①記入箇所はどこかが分かる
• 太枠等で記入箇所が明示されてるか等

②記入の仕方が分かる
• ○で囲む等の記入の仕方が説明されてるか等

＜質問が分かりやすいか？＞
③質問内容が理解しやすい

• 難解な年金専門用語を用いた質問がないか等
④質問内容が回答しやすい

• 利用者には分からない情報を質問してないか等

評価ポイント
＜必要な情報が記載されているか？＞

①何を通知しているかが分かる
②なぜ通知されたのかが分かる
③何をすればいいかが分かる
④いつまでにすればいいかが分かる

＜不要な情報が記載されていないか？＞
⑤通知される本人に必要な情報だけが記載されている

＜文章が分かりやすいか？＞
⑥注釈なしで年金専門用語を使用していない
⑦難解な日本語を使用していない

• 各種専門用語や文語体を使用してないか等

非常に分かりにくい
分かりにくい
少し分かりにくい
分かりやすい

（評価ポイントで4段階評価）

利用者への通知等に、業務担当者し分からないような専門的な用語、文章を使用している。


